
 

学事第９５１－２号 

令和３年１０月１５日 

 

 

 各私立大学・短期大学設置者 様 

 

 

     埼玉県知事 大野 元裕（公印省略） 

 

 

令和３年１０月１６日以降の私立学校の部活動について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいて

いることに御礼申し上げます。  

 緊急事態宣言解除後の部活動の取扱いについては、令和３年９月２８日付け学

事第８７７－２号「緊急事態宣言解除後の私立学校の対応について（通知）」によ

り、県立学校の対応を参考に御対応いただくようお願いしております。 

 現在の感染状況等を踏まえ、県教育局では１０月１６日（土）以降の部活動に

ついて、別添通知のとおり対応することとしました。  

つきましては、県立学校における対応を添付いたしますので、各学校における

対応の参考としてください。 

 

 

 

 

【参考】別添通知 

○県立学校長宛て通知 

 令和３年１０月１４日付け教保体第１１４７号 

 「令和３年１０月１６日以降の県立学校の部活動について（通知）」  
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